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会議名称 
 「元気な入間」まちづくり推進・協働ガイドライン策定会議 
  第１５回会議 

開催日時  平成２０年１月２８日（月）午後７時００分～９時００分 
開催場所  市民活動センター ３階 活動室１ 
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関谷佳代子・清水英弥・清水洋行・瀧澤良生・堀夫紗子・文字山啓子 
  

                           以上１２名 

欠席委員 
岡野 亘・亀谷容子・中澤 岳・原口喜代美・宮岡利幸 
アドバイザー犬塚裕雅 

傍 聴 人  無し 
事 務 局 大野課長・齋藤主幹（司会）・西澤主査 

 
 
 
 
 
 
 
 

会議の概要 
及   び 
決定事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．開会 
２．会長あいさつ    
３．議事 

(1) ガイドラインの骨子作成について 
(2) その他 

［主な内容］    
○ 渡部会長  

今日は第１５回、協働ガイドライン策定会議もこれだけやってきた。 
第５章が文章化されたので、これをたたき台に、今後、どう進めてい

くか大事な会議になる。方向性を決めさせていただきたい。 
議事 
○ 鳥山副会長  

それぞれ不明だったことや、質問をして第５章に記載がほしい点。 
また、第１章から最後まで通してこうしてほしい、など整合性等確 
認をお願いしたい。など本日の手順の説明。 

○ 第３部会のリーダーが欠席のため渡部会長から資料をもとに説明 
○ 内容について意見 
◇第５章について 
・行政側から市民側に対してアプローチをどうするか。（協働の可能 
のある事業を仕分けして、市民側にアプローチ） 

・取組の内容について、現実味や優先性を考えた、時系列で段階を考え

ることも必要。ガイドラインの範囲を項目出しまでに止めるか否か。 



 
 
 

・全部を出すと分かりづらくなってしまう。順番立てれば分かりやすい。 

・「具体的に誰が何を」は自治文化課しか出てこない。もう少し具体的に

どこがやるのかあるほうが、市民側からすると分かりやすい。 
・協働に係る保険制度については行政として検討が必要ではないか。 

・行政ではできないものでも、企業なら可能なものとして、「企業の社会

的責任（CSR）」を入れてはどうか。 

→「保険制度」「企業ＣＳＲ」についての表記を加えるか要検討。 

・「市民は、・・・することが必要です」などの表現法はいかがなものか 

 → 第３部会の市民側からの自戒として記載したもの。 

・(2)人材育成において、「市民自治が定着するためには」は唐突 

・(3)情報共有については、情報の公開と共有のように「公開」も加えて 

はどうか 

・中間支援組織については、一般論だけではなく入間の現状であるまち  

サポについて表記が必要ではないか。 

 → 一つの例として扱う 

・4.協働のルールと形態について、行政側のやること、市民側のやるこ 

と、文章中に主語（主体）が見えにくい 

・市民、行政それぞれが取り組むことを明確にした方が良い。 

・P8 の図で、総合窓口、協働の受付窓口、相談窓口（中間支援）など整

理が必要 

◇ その他、全体について 

・当初、ガイドラインを進化するシステム（年々改善されるようなルー

ルを生み出すシステム）としていたが、どこかに表記しているか。 

○ 今後の流れについて 

・パブリックコメントの期間が短いと、単にやっただけになってしまう。 

・ＰＲにも、市報などで全体にまんべんなくできるし、活動センター登

録団体など、ピンポイントにアピールすることもできる。 

事務局より 

・策定会議の今後は、「（仮称）協働のまちづくり推進会議」として、次

のステップ、「進化するシステム」の策定にご協力いただきたい。 

・皆さんのご了解いただければ、ガイドラインは最終編集（会長、副会

長、事務局）でまとめさせていただいて、次回の会議に、たたき台と

して提示したい。 

--- 一同了承 --- 
アドバイザーから 
・協働ガイドラインの次は、自主設計部分。何処と何処をどうするなど 



 今後の進め方をあまり重い仕組みにするとコケてしまう。進化する仕

組みを持続可能な皆の関われるようなものにしていく必要がある。 
○ 鳥山副会長 
・第５章を読んで反映させるべきもの等あれば事務局へ。 
・最終編集で、やわらかい表現のものにしたい、できるだけ皆さんにも

情報を出すようにしていきたい。 
 

○ 閉会 
 

  
 

議事のてん末・概要を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。 
 
  平成  年  月  日 
 
            会 長                        
 
 
 


